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知
ら
せ　

国
民
年
金
だ
よ
り

▼
特
定
期
間
・
特
例
追
納
制
度
の

ご
案
内

○
特
定
期
間
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
の
第
3
号
被
保
険
者

が
、
配
偶
者
（
第
2
号
被
保
険

者
）
の
退
職
や
ご
本
人
の
収
入
が

増
加
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
扶

養
か
ら
外
れ
た
場
合
に
は
、
第
1

号
被
保
険
者
へ
の
切
替
手
続
き
が

必
要
で
す
。

　

こ
の
切
替
手
続
き
が
2
年
以
上

遅
れ
、
時
効
に
よ
り
国
民
年
金
の

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
届

出
に
よ
り
年
金
の
受
給
資
格
期
間

に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
年
金

を
受
け
と
れ
な
い
事
態
を
防
止
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
た
だ
し
、
年
金
額
に
は
反
映
し

ま
せ
ん
。）

○
特
例
追
納
に
つ
い
て

　

届
出
に
よ
り
特
定
期
間
と
さ
れ

た
期
間
に
つ
い
て
は
、
平
成
27
年

4
月
1
日
か
ら
平
成
30
年
3
月
31

日
ま
で
の
3
年
間
、
特
定
保
険
料

を
納
付
（
特
例
追
納
）
す
る
こ
と

で
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
既
に
年
金
を
受
け
と
っ
て
い
る

方
は
、
特
例
追
納
を
し
て
も
年
金

額
が
増
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。）

【
特
例
追
納
の
対
象
期
間
】

・
特
例
追
納
す
る
時
点
で
60
歳
未

満
の
方
：
承
認
が
あ
っ
た
月
前

10
年
以
内
の
期
間

・
特
例
追
納
す
る
時
点
で
60
歳
以

上
の
方
：
50
歳
以
上
60
歳
未
満

で
あ
っ
た
期
間

　

詳
し
く
は
、
ね
ん
き
ん
加
入
者

ダ
イ
ヤ
ル
又
は
お
近
く
の
年
金
事

務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
～
新
成
人
の
皆
さ
ん
へ
～
20
歳

に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　

国
民
年
金
は
年
を
と
っ
た
時
や
、

い
ざ
と
い
う
時
の
生
活
を
、
現
役

世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う

考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
若
い
時
に
公
的

年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
続

け
る
こ
と
で
、
年
を
と
っ
た
時
や
、

病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ
た
時
、

家
族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
時

に
、
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。

□
国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

◎
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま

す

　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま

で
の
人
が
加
入
し
、
保
険
料
を
納

め
る
制
度
で
す
。

　

国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る

た
め
、
安
定
し
て
い
ま
す
し
、
年

金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保

障
さ
れ
ま
す
。

◎
老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん

　

国
民
年
金
に
は
、
年
を
と
っ
た

時
の
老
齢
年
金
の
ほ
か
障
害
年
金

や
遺
族
年
金
も
あ
り
ま
す
。
障
害

年
金
は
、
病
気
や
事
故
で
障
害
が

残
っ
た
時
に
受
け
取
れ
ま
す
。
ま

た
遺
族
年
金
は
、
加
入
者
が
死
亡

し
た
場
合
、
そ
の
加
入
者
に
よ
り

生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
遺
族

（「
子
の
あ
る
配
偶
者
」や「
子
」）

が
受
け
取
れ
ま
す
。

□
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と

「
納
付
猶
予
制
度
」

★
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

　

学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が

少
な
い
た
め
、
ご
本
人
の
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制

度
で
す
。

★
「
納
付
猶
予
制
度
」

　

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、

ご
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
に
、
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制

度
で
す
。

※
国
民
年
金
の
ご
相
談
・
手
続
き

な
ど
に
つ
い
て
は
町
の
国
民
年

金
窓
口
又
は
年
金
事
務
所
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

▼
国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振
替

が
お
得
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
は
、

口
座
振
替
が
ご
利
用
に
な
れ
ま
す
。

　

口
座
振
替
に
は
、
当
月
分
保
険

料
を
当
月
末
に
振
替
納
付
す
る
こ

と
に
よ
り
、
月
々
50
円
割
引
さ
れ

る
早
割
制
度
や
、
現
金
納
付
よ
り

も
割
引
額
が
多
い
6
ヶ
月
前
納
・

1
年
前
納
・
2
年
前
納
も
あ
り
、

大
変
お
得
で
す
。

　

口
座
振
替
を
ご
希
望
の
方
は
、

納
付
書
又
は
年
金
手
帳
、
通
帳
、

金
融
機
関
届
出
印
を
持
参
の
う
え
、

ご
希
望
の
金
融
機
関
又
は
年
金
事

務
所
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０-

０
０
３-

０
０
４

　

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お

か
け
に
な
る
場
合
は

☎
０
３-

６
６
３
０-

２
５
２
５

　

高
知
西
年
金
事
務
所

☎
８
７
５-

１
７
１
７

　

本
川
総
合
支
所
産
業
建
設
課

☎
８
６
９-

２
１
１
５

お
知
ら
せ

加
茂
山
に
集
ま
ろ
う　

　

４
月
２
日（
日
）は
、
「
加
茂
山

の
日
」
で
す
。
「
加
茂
山
」
に

登
っ
て
楽
し
く
一
日
を
過
ご
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

　

地
域
の
方
々
や
各
種
団
体
の
ご

協
力
の
も
と
、
こ
い
の
ぼ
り
上
げ

や
ト
ン
ボ
・
メ
ダ
カ
パ
ー
ク
の
生

成
観
察
会
、
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
の
無

償
配
布
な
ど
の
行
事
を
11
時
30
分

頃
か
ら
行
い
ま
す
。
桜
や
ツ
ツ
ジ

の
加
茂
山
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

（
雨
天
の
場
合
は
、
中
止
し
ま

す
。）

　

な
お
、
皆
さ
ん
の
ご
家
庭
で
、

無
償
で
提
供
い
た
だ
け
る
こ
い
の

ぼ
り
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
問
い
合

わ
せ
ま
で
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

加
茂
山
に
親
し
む
会

☎
８
９
２-

１
８
１
０（
次
田
）

　

☎
８
９
２-

０
５
８
８（
吉
良
）

お
知
ら
せ

農
家
の
み
な
さ
ん
青
色
申
告

を
始
め
ま
せ
ん
か

　

青
色
申
告
は
、
自
分
の
経
営
を

客
観
的
に
つ
か
む
た
め
の
重
要
な

ツ
ー
ル
で
す
。
青
色
申
告
に
は
、

税
制
上
の
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す

の
で
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

　

な
お
、
政
府
の
農
林
水
産
業
・

地
域
の
活
力
創
造
本
部
に
お
い
て
、

青
色
申
告
を
行
っ
て
い
る
農
業
者

を
対
象
と
し
た
収
入
保
険
制
度
の

導
入
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳

し
い
こ
と
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

中
国
四
国
農
政
局
高
知
県
拠
点

地
方
参
事
官
室

☎
０
８
８-

８
７
５-

７
２
３
６


